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我が国は、少子化による急速な人口減少と高齢化という危機に直面しています。このような中で、住民

生活に身近な行政サービスの多くを担っている地方公共団体は、持続可能な行政サービスを提供し続け

るために、地域の実情に応じた創意工夫が求められます。 

そのためには、地方公共団体の担い手となる人材育成の持つ意味は、いっそう重要なものになります。

厳しい財政状況や職員一人にかかる業務の負荷の増大などにより、研修の受講が容易ではなくなってき

ている状況にあっても、研修をさらに効果的・効率的なものにすることにより、広い識見と高い能力を持っ

た職員を育成することが強く求められています。 

本調査は、各地方公共団体等における地方公務員研修の全体的な現状を把握することを目的として、

平成３年度以降、３年毎に実施してきました。 

各地方公共団体等におかれては、この報告書を活用され、より効果的・効率的な研修の実施のために

役立てられることを期待します。 

後になりますが、ご多忙中にもかかわらず、本調査にご協力いただいた各団体に対し、心より御礼を

申し上げます。 
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